
平
成
二
十
九
年
三
月
九
日
提
出

質

問

第

一

二

二

号

安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
関
係
す
る
諸
会
合
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
関
係
す
る
諸
会
合
に
関
す
る
質
問
主
意
書

問
一

二
〇
一
六
年
十
一
月
二
十
五
日
（
金
）
、
岡
山
大
学
に
お
い
て
「
第
六
回
加
計
学
園
杯
日
本
語
弁
論
国
際
大
会
決
勝
大

会
」
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

�

安
倍
総
理
夫
人
は
本
件
大
会
に
出
席
し
た
か
。
そ
の
場
合
は
、
総
理
公
務
補
助
と
し
て
の
活
動
か
。
私
的
な
行
為

か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
肩
書
で
出
席
し
た
か
。

�

本
件
大
会
に
、
安
倍
総
理
夫
人
を
支
援
す
る
職
員
は
同
行
し
て
い
た
か
。
そ
れ
は
公
務
か
。
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
同

行
し
た
か
。

�

本
件
大
会
に
職
員
が
同
行
し
て
い
た
場
合
、
そ
れ
は
安
倍
総
理
夫
人
の
依
頼
に
よ
る
も
の
か
。
同
行
を
必
要
と
判
断

し
た
の
は
だ
れ
か
。
最
終
決
裁
者
は
誰
か
。

�

本
件
大
会
に
職
員
が
同
行
し
て
い
た
場
合
、
同
行
し
た
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
、
出
張
に
対
す
る
旅
費
・
宿
泊

費
・
日
当
・
超
過
勤
務
手
当
等
は
い
く
ら
で
、
ど
の
よ
う
な
名
目
で
支
給
さ
れ
た
か
。

問
二

安
倍
昭
恵
総
理
夫
人
が
名
誉
会
長
を
務
め
る
イ
ベ
ン
ト
『
私
を
ス
キ
ー
に
連
れ
て
か
な
く
て
も
行
く
わ
よ
』
（
主
催：

八
十
年
代
ス
キ
ー
復
活
実
行
委
員
会
）
は
、
こ
れ
ま
で
三
回
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
七
日
（
金
）
〜
三
月
一
日

一



（
日
）
、
二
〇
一
六
年
三
月
四
日
（
金
）
〜
六
日
（
日
）
、
二
〇
一
七
年
三
月
三
日
（
金
）
〜
五
日
（
日
）
）
に
わ
た
り

開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

�

安
倍
総
理
夫
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
」
と
し
て
名
誉
会
長
を
務
め
た
か
。

�

安
倍
総
理
夫
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
参
加
し
た
か
。
そ
の
場
合
は
、
総
理
公
務
補
助
と
し
て
の
活
動
か
。
私
的
な
行

為
か
。

�

そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
、
安
倍
総
理
夫
人
を
支
援
す
る
職
員
は
同
行
し
て
い
た
か
。
そ
れ
は
公
務
か
。
い
つ
か
ら
い
つ
ま

で
同
行
し
た
か
。

�

そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
職
員
が
同
行
し
て
い
た
場
合
、
そ
れ
は
安
倍
総
理
夫
人
の
依
頼
に
よ
る
も
の
か
。
同
行
を
必
要
と

判
断
し
た
の
は
だ
れ
か
。
最
終
決
裁
者
は
誰
か
。

�

そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
職
員
が
同
行
し
て
い
た
場
合
、
同
行
し
た
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
、
出
張
に
対
す
る
旅
費
・

宿
泊
費
・
日
当
・
超
過
勤
務
手
当
等
は
い
く
ら
で
、
ど
の
よ
う
な
名
目
で
支
給
さ
れ
た
か
。

�

本
件
は
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
安
倍
昭
恵
首
相
夫
人
肝
い
り
の
イ
ベ
ン
ト
」
と
さ
れ
、
「
安
倍
昭
恵
と
行
く
」
を
宣

伝
文
句
と
し
て
、
集
客
を
行
っ
て
い
る
。
安
倍
昭
恵
夫
人
自
身
も
「
多
く
の
み
な
さ
ま
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

二



（
第
二
回
の
宣
伝
動
画
）
と
コ
メ
ン
ト
し
、
チ
ケ
ッ
ト
の
購
買
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
安
倍
昭
恵
氏
が
、
「
総
理
夫

人
」
と
い
う
肩
書
を
政
府
に
断
り
な
く
使
用
し
、
特
定
の
団
体
の
利
益
と
な
る
商
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
他
の
民
業
と

の
関
連
か
ら
適
切
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


